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政
府
に
お
い
て
は
「
国
民
皆
保

険
体
制
」
を
維
持
す
る
た
め
に
、

医
療
保
険
を
は
じ
め
、
医
療
供
給

体
制
、
給
付
と
負
担
等
の
あ
り

方
、
国
と
地
方
公
共
団
体
そ
し
て

民
間
の
役
割
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
面

で
抜
本
的
見
直
し
を
早
急
に
行
う

べ
き
で
あ
る
。

一
、
医
療
制
度
改
革
に
当
た
っ
て

は
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度

を
構
築
し
、
と
も
に
低
所
得
者
に

対
し
十
分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

二
、
新
し
い
高
齢
者
医
療
制
度
を

創
設
し
、
各
医
療
保
険
の
拠
出
金

負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

三
、
診
療
報
酬
の
審
査
や
事
務
処

理
体
制
の
見
直
し
や
診
療
報
酬
体

制
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
。

四
、
救
急
、
小
児
、
高
度
先
進
医

療
等
の
提
供
体
制
の
充
実
。

五
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
支

援
。

　

内
閣
総
理
大
臣
・
厚
生
労
働　

　

大
臣
・
総
務
大
臣
あ
て

　

今
年
十
月
か
ら
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車

の
規
制
が
実
施
さ
れ
、
該
当
車
は

買
い
換
え
等
が
必
要
と
な
る
。
東

京
都
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
買
い
換

え
に
対
応
す
る
た
め
新
た
な
融
資

制
度
を
創
設
し
た
が
、
融
資
利
率

及
び
信
用
保
証
料
率
を
加
え
る
と

約
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
と
な

り
、
融
資
利
用
者
に
と
っ
て
大
き

な
負
担
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

東
京
都
に
お
い
て
は
、
早
急
に
利

子
補
助
の
増
額
を
し
て
い
た
だ

き
、
こ
の
融
資
制
度
利
用
者
の
負

担
軽
減
を
要
望
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

東
京
都
知
事
・
総
務
大
臣　
　

　

あ
て

　

第
一
回
定
例
会
で
は
、
意
見
書

九
件
を
可
決
し
、
議
長
名
で
関
係

機
関
へ
提
出
し
ま
し
た
。

　

要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

「
環
境
教
育
・
学
習
推

進
法
（
仮
称
）
」
の
早

期
制
定
を
求
め
る
意
見

書

　

こ
れ
ま
で
、
我
が
国
の
環
境
教

育
・
学
習
は
学
校
教
育
や
社
会
教

育
の
な
か
で
自
主
的
に
行
わ
れ
て

き
た
が
、
必
ず
し
も
総
合
的
か
つ

体
系
的
な
取
り
組
み
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
特
に
、
学
校
に
お
け
る

環
境
教
育
・
学
習
は
総
合
学
習
へ

の
活
用
の
み
で
学
校
に
よ
る
格
差

が
大
き
い
現
状
に
あ
る
。

　

ま
た
、
企
業
や
地
域
社
会
で
も

研
修
や
人
材
育
成
、
実
践
な
ど
先

進
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
少
な
く
、
そ
の
全
国
的

な
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

国
に
お
い
て
は
、
環
境
教
育
・

学
習
と
実
践
に
つ
い
て
の
総
合
的

か
つ
体
系
的
な
取
り
組
み
を
推
進

す
る
た
め
の
「
環
境
教
育
・
学
習

推
進
法
（
仮
称
）
」
の
制
定
を
早

　

障
害
者
基
本
法
が
ベ
ー
ス
と
な

っ
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
や
福
祉
施
策

の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

だ
が
、
同
法
は
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
の
法
律
と
い

う
よ
り
も
、
障
害
を
持
つ
人
の
社

会
参
加
に
対
す
る
差
別
や
障
害
の

存
在
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
を
福

祉
な
ど
で
補
う
と
い
っ
た
観
点
の

法
律
と
も
い
え
る
。
故
に
ノ
ー
マ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
障

害
を
持
つ
人
の
社
会
参
加
を
阻
む

も
の
そ
れ
自
体
を
取
り
除
く
た
め

の
法
律
が
必
要
で
あ
る
。

　

先
進
的
事
例
と
し
て
米
国
の

「
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人
法

北
朝
鮮
の
核
関
連
施
設

の
凍
結
及
び
核
開
発
計

画
の
撤
回
へ
向
け
た
対

応
を
政
府
に
求
め
る
意

見
書

（
Ａ
Ｄ
Ａ
）
」
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
障
害
を

持
つ
人
へ
の
差
別
を
禁
止
し
社
会

参
加
の
権
利
を
保
障
す
る
「
障
害

者
差
別
禁
止
法
（
仮
称
）
」
の
早

期
制
定
を
強
く
望
む
も
の
で
あ

る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
・
法
務
大
臣　

　

・
厚
生
労
働
大
臣
・
総
務
大　

　

臣
あ
て

　

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

（
北
朝
鮮
）
は
昨
年
一
二
月
一
二

日
、
一
九
九
四
年
の
米
朝
枠
組
み

合
意
に
基
づ
く
核
施
設
の
解
除
を

公
式
に
宣
言
し
た
。
そ
の
後
、
核

施
設
に
対
す
る
封
印
の
撤
去
や
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
の
査
察
官
の
退
去
な
ど
、

つ
い
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｔ
（
核
拡
散
防
止

条
約
）
か
ら
の
脱
退
を
宣
言
し

た
。

　

問
題
解
決
の
た
め
に
、
わ
が
国

は
、
米
国
、
韓
国
と
の
連
携
を
基

軸
に
ロ
シ
ア
と
中
国
の
協
力
を
求

め
つ
つ
、
北
朝
鮮
に
核
開
発
を
断

念
さ
せ
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を

す
べ
き
で
あ
る
。
わ
が
国
の
み
な

ら
ず
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
全

保
障
、
ひ
い
て
は
世
界
平
和
の
た

め
に
、
北
朝
鮮
の
核
開
発
関
連
施

設
の
凍
結
及
び
核
開
発
計
画
の
撤

回
へ
向
け
て
政
府
は
全
力
を
尽
く

す
べ
き
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
・
外
務
大
臣　

　

・
総
務
大
臣
あ
て

で
あ
る
。
よ
っ
て
一
刻
も
早
く
税

源
移
譲
を
含
め
国
と
地
方
の
税
源

配
分
に
つ
い
て
根
本
か
ら
見
直

し
、
地
方
の
自
主
財
源
の
強
化
・

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
交

付
税
制
度
や
補
助
金
制
度
の
あ
り

方
な
ど
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
政
府
に

お
か
れ
て
は
、
真
に
地
方
分
権
を

推
進
す
る
た
め
、
税
源
移
譲
等
の

改
革
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
工

程
表
を
早
急
に
取
り
ま
と
め
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
中
央

の
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
の
議

論
だ
け
で
は
な
く
、
現
場
の
地
方

の
声
を
十
分
に
聞
く
べ
き
こ
と
を

強
く
要
望
す
る
。　

　

内
閣
総
理
大
臣
・
財
務
大
臣　

　

・
総
務
大
臣
あ
て

急
に
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
・
文
部
科
学

　

大
臣
・
環
境
大
臣
・
総
務
大　

　

臣
あ
て

「
障
害
者
差
別
禁
止
法

（
仮
称
）
」
の
早
期
制

定
を
求
め
る
意
見
書

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源

移
譲
を
求
め
る
意
見
書

　

地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ
れ

た
が
、
そ
れ
に
伴
う
国
か
ら
の
財

源
移
転
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
、

地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
立

性
は
十
分
発
揮
さ
れ
に
く
い
状
況

少
子
高
齢
社
会
に
対
応

し
た
医
療
制
度
の
確
立

を
求
め
る
意
見
書

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
買
い
換

え
の
た
め
の
新
た
な
融

資
制
度
の
融
資
利
率
を

下
げ
る
こ
と
を
求
め
る

意
見
書

非
営
利
法
人
に
対
す
る

課
税
に
関
す
る
意
見
書

　

現
在
、
公
益
法
人
制
度
等
の
改

革
案
が
政
府
内
に
お
い
て
検
討
さ

れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
市

民
活
動
団
体
に
と
っ
て
重
大
な
影

響
を
も
た
ら
す
と
考
え
、
町
田
市

議
会
は
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、

次
の
事
項
を
速
や
か
に
実
現
す
る

よ
う
強
く
要
請
す
る
。
①
非
営
利

法
人
へ
の
課
税
を
中
心
と
し
た
公

益
法
人
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
十

分
な
検
討
を
行
う
こ
と
。
②
こ
れ

ま
で
の
審
議
経
過
を
公
開
し
、
広

く
国
民
の
声
を
聞
く
こ
と
。
③
公

益
法
人
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
の
市

民
活
動
団
体
を
交
え
た
、
公
益
法

人
制
度
改
革
と
課
税
制
度
を
併
せ

て
検
討
す
る
公
開
審
議
の
場
を
設

置
す
る
こ
と
。

　

内
閣
総
理
大
臣
・
財
務
大
臣　

　

・
法
務
大
臣
・
総
務
大
臣　
　

　

あ
て

平
和
の
意
見
書

　

ア
フ
リ
カ
や
中
東
な
ど
世
界
各

地
で
戦
争
や
紛
争
が
続
い
て
い
る

が
武
力
で
の
解
決
は
お
互
い
に
傷

つ
き
、
憎
し
み
を
増
幅
さ
せ
、
あ

ら
た
な
争
い
を
引
き
起
こ
す
。
哀

し
い
思
い
を
し
た
く
な
い
、
誰
に

も
さ
せ
た
く
な
い
、
平
和
で
幸
せ

に
生
き
た
い
、
と
い
う
の
は
国
民

の
切
な
る
願
い
で
あ
る
。
二
十
一

世
紀
日
本
の
リ
ー
ド
で
「
世
界
平

和
の
時
代
」
に
す
る
こ
と
を
切
に

願
う
。
政
府
に
お
い
て
は
、
次
の

事
項
を
日
本
の
基
本
姿
勢
と
し
て

そ
の
確
立
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

記

①
国
連
決
議
に
基
づ
か
な
い
す
べ

て
の
軍
事
行
動
に
反
対
す
る
こ
と

②
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
日
本
が

平
和
的
解
決
に
貢
献
す
る
こ
と

　

内
閣
総
理
大
臣
・
外
務
大
臣　

　

・
総
務
大
臣
あ
て

条　
　

例

予　
　

算

　

議
員　

委
託
先
決
定
の
根
拠

は
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

青
少
年
担
当
部
長　

自
然
休
暇

村
は
、
社
会
的
な
信
用
を
有
す
る

団
体
に
運
営
を
し
て
い
た
だ
か
な

い
と
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
一
四
年
間
、
適
切
に
運
営
し

て
い
ま
す
の
で
、
再
度
お
願
い
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。　

学
園
の
強
い
要
望
に
よ
り
、
一
〇

年
来
児
童
館
を
つ
く
ろ
う
と
し
て

き
た
運
動
の
経
過
と
か
、
地
元
商

店
街
、
い
ろ
い
ろ
な
団
体
が
入
っ

た
中
で
、
児
童
館
を
名
称
の
中
に

入
れ
た
い
と
い
う
強
い
要
望
の
も

と
に
つ
け
ま
し
た
。

委
託
料
の
委
託
先
と
委
託
内
容
、

調
査
期
間
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　

環
境
部
長　

委
託
先
は
、
新
年

度
に
お
い
て
入
札
等
で
決
定
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
委
託
内
容

は
、
新
年
度
に
設
置
し
ま
す
廃
棄

物
減
量
等
推
進
審
議
会
の
中
で
有

料
化
に
つ
い
て
審
議
し
て
い
た
だ

く
予
定
で
お
り
、
そ
の
た
め
資
料

等
の
収
集
と
か
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務
を
委
託
す
る
予
定
で
す
。
調

査
期
間
は
来
年
三
月
ま
で
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　

議
員　

文
学
館
関
係
予
算
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

　

生
涯
学
習
部
長　

新
年
度
は
基

本
計
画
に
基
づ
い
て
設
計
に
取
り

か
か
り
、
設
計
が
で
き
れ
ば
建
設

費
が
算
出
で
き
ま
す
の
で
、
実
施

事
業
計
画
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年

度
以
降
の
経
費
を
予
算
化
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

平
成
一
四
年
度
三
月
補
正
予
算

は
一
般
会
計
を
四
億
三
、
一
六
二

万
六
千
円
減
額
し
、
総
額
を
一
、

一
五
三
億
四
、
九
〇
六
万
八
千
円

と
す
る
ほ
か
、
特
別
会
計
は
八
億

七
、
七
五
七
万
四
千
円
減
額
し
、

総
額
を
九
九
五
億
五
、
一
七
七
万

七
千
円
と
し
ま
し
た
。
こ
の
結

果
、
一
般
・
各
特
別
会
計
の
予
算

総
額
は
、
二
、
一
四
九
億
八
四
万

五
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
市
税｜

六
億
円
、
利
子
割
交
付
金｜

△
四

億
円
、
地
方
消
費
税
交
付
金｜

△

二
億
六
、
〇
〇
〇
万
円
、
国
庫
支

出
金｜

△
九
、
六
五
三
万
五
千

円
、
都
支
出
金｜

△
一
億
六
五
万

六
千
円
、
繰
入
金｜

△
五
、
六
五

三
万
二
千
円
、
諸
収
入｜

△
二
、

〇
五
四
万
九
千
円
、
市
債｜

△

八
、
二
六
七
万
円
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

　

【
総
務
費
】

　

財
政
事
務
費
の
財
政
調
整
基
金

積
立
金｜

一
三
億
三
、
六
〇
八
万

一
千
円
、
公
共
施
設
整
備
等
基
金

積
立
金｜

二
億
円
、
給
与
事
務
費

の
職
員
退
職
手
当
基
金
積
立
金｜

六
億
円
、
堺
市
民
セ
ン
タ
ー
費
の

堺
市
民
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
用
地
購

入
費｜

一
億
六
、
六
一
一
万
一
千

円
。

　

【
民
生
費
】

　

老
人
保
健
医
療
事
業
会
計
繰
出

金
の
老
人
保
健
医
療
事
業
会
計
繰

出
金｜

六
、
九
六
九
万
二
千
円
、

国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
繰
出
金

の
一
般
会
計
繰
出
金｜

△
一
億

七
、
三
五
二
万
三
千
円
。

　

【
衛
生
費
】

　

予
防
接
種
費
の
予
防
接
種
等
委

託
料｜

一
、
二
二
四
万
五
千
円
、

緑
地
保
全
費
の
緑
地
購
入
費｜

△

一
億
二
、
六
五
三
万
八
千
円
。

　

【
土
木
費
】

　

都
市
計
画
道
路
築
造
事
業
費
の

用
地
購
入
費
﹇
三
・
四
・
三
三
号

線
（
玉
川
学
園
）
、
三
・
四
・
三

四
号
線
（
金
森
）
三
・
四
・
三
七

号
線
（
鶴
間
）
﹈｜

二
億
八
、
六

四
四
万
九
千
円
、
物
件
補
償
料｜

△
二
億
三
、
二
五
七
万
二
千
円
、

下
水
道
事
業
会
計
繰
出
金
の
下
水

道
事
業
会
計
繰
出
金｜

△
一
億

五
、
七
〇
九
万
三
千
円
。

　

【
消
防
費
】

　

消
防
施
設
整
備
費
の
消
防
器
具

置
場
建
設
用
地
購
入
費
﹇
第
４
分

団
第
８
部
（
下
小
山
田
町
）
﹈｜

二
、
〇
八
七
万
六
千
円
。

市
民
派
ク
ラ
ブ
代
表
者
の
交
代

　
　

就
任　
　

友
井　

和
彦

　
　

辞
任　
　

井
上　

正
行

（
三
月
三
日
付
）

町
田
市
自
然
休
暇
村
条
例

の
一
部
改
正

　

議
員　

児
童
館
の
名
称
の
決
定

過
程
は
。

　

青
少
年
担
当
部
長　

地
元
玉
川

町
田
市
子
ど
も
セ
ン
タ
ー 

条
例
の
一
部
改
正

　

議
員　

市
立
森
野
三
丁
目
保
育

園
は
、
ど
う
い
う
団
体
に
委
託
す

る
の
か
。

　

健
康
福
祉
部
長　

特
定
非
営
利

法
人
の
育
児
サ
ポ
ー
ト
あ
っ
ぷ
の

会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
学
識
経

験
者
や
市
の
職
員
で
構
成
す
る
選

考
会
を
つ
く
り
、
公
募
し
た
各
種

団
体
の
中
か
ら
選
び
ま
し
た
。　

町
田
市
立
保
育
園
設
置

条
例
の
一
部
改
正

　

議
員　

有
料
化
検
討
調
査
業
務

ご
み
減
量
対
策
費

作
品
展
示
等
研
究
費

平
成　

年
度
３
月

１４

補
正
予
算
を
審
議


